
コンパス通信 

労働時間通算の考え方（「副業・兼業ガイドライン」から） 

 

都城市八幡町 1－17 

社会保険労務士法人 コンパス 
TEL:0986-21-1813 FAX:0986-21-1812 

 

ホームページ（https://tateyama-sr.com/）にて最新の情報を随時お届けします! 

※会員登録していただくことで会員限定のニュースリリースもご覧になれます!（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副業・兼業の過重労働・労災・時間外の問題について 
 令和６年１２月１６日、「兼業で過労自殺」として労災認定をなされた記事が掲載されました。内容としましては、岐阜大の研

究者と測量会社の技師を兼業していた愛知県の男性の自殺について、２つの職場での心理的負荷が重なったのが原因として労災認

定されていたことがわかった、というものです。2020 年改正の労災保険法により、複数勤務先での労働時間や心理的負担を合算

して総合判断できるようになってから、過労自殺への初適用例とみられています。労基署は、それぞれの職場での心理的負荷は

「中」だったが、総合的に「強」に当たると判断し、「複数業務を要因とする災害」として労災認定しました。 

 この事件で重要な点としては、「複数勤務先における労働時間」が過労自殺の一因となっている点です。もちろん様々な原因に

より発生した事例であるとは考えられますが、現在、兼業などにより勤務をされている方が増えているのも事実であり、日常的に

兼業に関するご相談をいただいております。 

例えば、「他所の会社で正社員として勤務しているが、夜勤だけ来てもらってもよいか?」、「他の会社で勤務を終えた後に、

アルバイトで来てもらう予定だが問題はないか?」等々です。副業・兼業を認めるにあたっては、労災などの健康管理だけではな

く、通常の労働時間管理にも注意を払う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

厚生労働省では、「副業・兼業ガイドライン」を定めており、この中で、労働時間の考え方について触れています。 

令和 7 年 1 月 

【告知!!】2025 年 3 月 DX＆事業承継イベント「Compass Departure Fes」を開催します!!! 

 2025 年 3 月 13 日（木曜日）13:00~ 都城市未来創造ステーションにて、弊所初の試みとして、DX ツー

ルのベンダーをお招きし、基調講演（都城市、株式会社ライトライト、コンパス）と企業講演（各ベンダー）、

そして出展ブースを併設した複合型イベントを開催します!!詳しくは別紙をご覧ください。 

【新年の御挨拶】謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

 旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年はより一層サービスの向上に努めるよう、職

員一同精進してまいります。2025 年も皆様のご健勝と顧問先様の益々のご発展を心より祈念申し上げます。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

安全配慮義務 秘密保持義務 競業避止義務 誠実義務

兼業・副業で留意すべき点 



また、労働時間管理については、労基法第３８条第１項において、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、

労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異に

する場合をも含むとされています。 

① 労働時間を通算管理する使用者 

副業・兼業を行う労働者として使用するすべての使用者において労働時間が通算されない場合（※１）を除き、

自らの事業場における労働時間他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。 
（※１ …労基法が適用されない場合（例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等）、

基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合（農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働

者、高度プロフェッショナル制度）なお、これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの

申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が⾧時間にならないよう配慮することが望ましい。） 
② 通算される労働時間 自らの事業場における労働時間と他の使用者の労働時間とを通算することによって行う。 

③ 基礎となる労働時間制度 自らの事業場における労働時間制度制度を基に、労働者からの申告等により把握した

他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行う。 

④ 通算して時間外労働となる部分 自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通

算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となる。 

労働時間通算の原則的な手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省リーフレット「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」より）  

① Ａ事業場における所定労働時間  

② Ｂ事業場における所定労働時間  

※ 副業・兼業の開始前に、まずは①と②を通算 （労働契約締結の戦後の順に、所定労働時間を通算） 

※ 上記の通算の結果、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間（通常の労働時間制度の場合は１週 40 時間、１日８時

間）を超える部分がある場合、この法定労働時間を超える部分が法定時間外労働。  

※ また、副業・兼業の開始後に、使用者Ｂは、この法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃

金を支払う必要がある。  

③ Ａ事業場における所定外労働時間又はＢ事業場における所定外労働時間（実際に行われた順に通算）  

※ 使用者Ａ及び使用者Ｂは、それぞれ、①と②の通算（所定労働時間の通算）の後、副業・兼業の開始後に、Ａ事業場における所定外

労働時間とＢ事業場における所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算します。 

※ 上記の通算の結果、Ａ事業場又はＢ事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合、それぞれの法定労働時

間を超える部分はそれぞれ法定時間外労働となる。すなわち、Ａ事業場では、「 上記の通算の結果、Ａ事業場の労働時間制度における法

定労働時間を超える部分」が法定時間外労働となり、Ｂ事業場では、「 上記の通算の結果、Ｂ事業場の労働時間制度における法定労働

時間を超える部分」が法定時間外労働となる。このため、Ａ事業場、Ｂ事業場のいずれも、法定時間外労働が生じることがある。  

※ 使用者Ａ及び使用者Ｂは、それぞれ、この法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金を

支払う必要がある。 



令和７年からの労務手続きに関する変更点 
 

1. 離職票がマイナポータルを通じて、直接ご本人へ送付されることが可能となります!（R7.1.20～） 
電子申請により提出された雇用保険関係の離職票、喪失確認通知書、期間等証明などの資料が直接本人のマイナポータルに送付

されることとなります。これにより、一度事業所を経由せずに直接本人に送付されることが可能となります。 

具体的な手続きについては、https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ハローワークインターネットサービスのログインにワンタイムパスワードが必須となります! 
 現在、当法人でハローワークインターネットサービスから求人情報の更新業務を行わせていただいております顧問先様につきま

しては、令和７年１月１日より登録されているメールアドレスに送付される「ワンタイムパスワード」の入力が必須となりまし

た。つきましては、今後作業をさせていただくにあたり、３０分以内にワンタイムパスワードを入力しなければならなくなりまし

たので、弊所担当者と調整の上、ワンタイムパスワードの送付にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

3. 死傷病報告書などの提出が電子申請義務化へ 
 令和７年１月１日から、①労働者私傷病報告、②産業医等の選任報告書、③定期健康診断結果報告書、④ストレスチェック検査

結果報告、⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、⑥有機溶剤等健康診断結果報告、⑦じん肺健康管理実施状況報告の７つの

労働安全衛生関係の手続について、電子申請で行うことが義務化されました。 

  



 

【助成金】両立支援助成金の拡充について（厚生労働省リーフレット） 
  

※現在、助成金申請業務全般に関しまして、業務委託契約を締結させていただいております。 

※助成金については、専従職員不在のため、業務の状況や申請業務の集中によりお受けできない場合がございますので予めご了

承ください。 


